
平成24年(2012年)7月20日

第 2 4 0 8 号
平 成 2 4 年 7 月 2 0 日
金 曜 日

目 次

告示
○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(南西部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(県央地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(川越比企地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(川越比企地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(川越比企地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(共助社会づくり課)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(共助社会づくり課)

○ 管理理容師資格認定講習会の指定(生活衛生課)

○ 管理美容師資格認定講習会の指定(生活衛生課)

○ 山田土地改良区の役員就任届(東松山農林振興センター)

○ 山田土地改良区の役員退任届(東松山農林振興センター)

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定(河川砂防課)

○ 富士見都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 建築士免許の取消し(建築安全課)

○ 埼玉県立近代美術館の使用料徴収業務委託(近代美術館)

○ パーキング・メーター作動又はパーキング・チケット発給手数料の収納事務委託に伴う告示(交通規制課)

○ 軽油引取税に係る特約業者の指定取消告示(川越県税事務所)

○ 計量器の定期検査(計量検定所)

○ 計量器の定期検査(計量検定所)

○ 個別自動検索システム管理機器の購入に関する契約の相手方等の公示(循環器・呼吸器病センター)

正誤
○ 埼玉県告示第９号中訂正(自然環境課)



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.

saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
・
え
ん 

三 

代
表
者
の
氏
名 

小
島 

美
里 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
新
座
市
石
神
二
丁
目
一
番
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
会
は
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
支
援
事
業
、
調
査
活
動
、
学
習
会
、
文
化
活
動
等
の
活

動
を
通
じ
て
、
高
齢
に
な
っ
て
も
、
障
が
い
が
あ
っ
て
も
、
お
と
な
も
、
子
ど
も
も
共
に
生
き

る
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
鴻
巣
こ
う
の
と
り
を
育
む
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

伊
藤 

鋳
義 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鴻
巣
市
小
松
一
丁
目
九
番
二
十
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
飼
育
・
放
鳥
に
向
け
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
も
生
育
で
き
る
水
辺
空

間
、
緑
地
空
間
を
広
く
、
市
民
及
び
公
共
団
体
と
協
働
、
連
携
し
て
保
全
と
再
生
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
セ
ラ
ー
ズ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

鈴
木 

宏 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
一
丁
目
十
六
番
二
十
六
号 

ク
レ
ド
ビ
ル
一
階 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
不
動
産
の
売
却
に
係
る
安
全
性
及
び
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
セ
ラ
ー

ズ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
不
動
産
の
売
主
の
代
理
人
又
は
不
動
産
の
売
主
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、

不
動
産
の
売
買
の
媒
介
を
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
普
及
、
啓
発
、
育
成
及
び
支
援

に
関
す
る
事
業
等
を
行
い
、
も
っ
て
経
済
活
動
の
活
性
化
及
び
消
費
者
の
保
護
を
図
り
、
広
く

公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ
ー
ト
あ
お
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

樽
角 

才
次 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
越
市
仙
波
町
二
丁
目
十
六
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
充
実
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
、
併
せ
て
自
立
の

向
上
が
目
指
せ
る
生
活
の
場
を
創
造
し
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
高
齢
者
・
障
害
者
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

香
西 

敏
男 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
市
場
千
五
十
二
番
地
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
成
年
後
見
人
制
度
等
の
活
用
を
図
り
な
が
ら
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
（
以
下

「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
人
格
を
尊
重
し
、
「
安
心
し
て
健
や
か
な
生
活
が
で
き
る
ノ
ー
マ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
念
の
実
現
」
に
向
け
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
繭 

三 

代
表
者
の
氏
名 

高 

垣 

由
美
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
三
丁
目
二
十
五
番
五
号
細
井
マ
ン
シ
ョ
ン
一
Ｆ 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
供
を
持
つ
家
庭
に
対
し
安
心
し
て
子
供
を
預
け
ら
れ
る
場
所
の
提
供
を
行

い
、
子
供
の
個
性
を
尊
重
し
、
子
供
の
心
身
と
も
に
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る
と
と
も
に
、

子
供
を
安
心
し
て
育
て
ら
れ
る
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

岡 

田 

京 

子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
春
野
一
丁
目
六
番
十
―
百
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
主
に
全
国
及
び
ア
ジ
ア
地
域
の
写
真
愛
好
家
を
対
象
と
し
て
、
写
真
を
撮
る

楽
し
み
や
写
真
力
・
発
信
力
を
活
か
す
こ
と
で
被
写
体
と
な
る
地
域
や
物
の
活
性
化
や
価
値
の

再
生
を
図
り
、
交
流
の
場
や
被
写
体
の
撮
影
情
報
、
作
品
発
表
の
場
や
写
真
活
動
の
支
援
を
通

じ
、
地
域
や
人
々
と
の
交
流
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
で
絆
を
強
め
、
心
が
通
じ
合
う
豊
か
な
暮
ら

し
を
実
現
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
号



告 
 

示 

  
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

    

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

    

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
八
千
円         

       

埼
玉
県
告
示
第
千
八
号



告 
 

示 

  
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

    

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

    

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
三
日
間 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 

埼
玉
教
育
会
館 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
八
千
円     

      

埼
玉
県
告
示
第
千
九
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

山
田
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

監 

事 

服 

部 

幸 

雄 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
二
千
二
百
九
番
地 

 
 埼

玉
県
告
示
第
千
十
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

山
田
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

退
任 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

監 

事 

田 

口 

鹿 

二 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
二
千
三
百
四
十
九
番
地 

 
 埼

玉
県
告
示
第
千
十
一
号



告 
 

示 

  
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 

な
お
、
関
係
図
書
は
、
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

井
戸
上
郷
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

二
十
四
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域 

十
四 

十
三 

十
二 

十
一 

十 九 八 七 六 五 四 三 ニ 一 

標
柱
番
号 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 長

町 

市 

町 

村 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 井
戸 

 

大 
 

字 

 

同 

 

岩
下 

 

同 

 

同 

 

同 

 

宮
平 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

岩
倉
山 字 

 

九
四
二
番 

 

九
四
五
番 

 

九
六
七
番
五 

 

九
六
八
番
三 

 

九
六
八
番
三 

 

九
六
九
番
二 

 

一
〇
五
七
番
一 

 

一
〇
五
八
番
二 

 

一
〇
六
〇
番
一 

 

一
〇
六
二
番 

 

一
〇
六
五
番 

 

一
〇
六
七
番
一 

 

一
〇
六
八
番
一 

 

一
〇
六
九
番 

地 
 

 
 

 

番 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
二
号



    

二
十
四 

二
十
三 

二
十
二 

二
十
一 

二
十 

十
九 

十
八 

十
七 

十
六 

十
五 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 長

町 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 

 

井
戸 

 

同 

 

同 

 
同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

岩
下 

 

八
九
三
番
一 

 

八
九
四
番
一 

 

八
九
七
番
五 

 

八
九
七
番
二 

 

八
九
八
番
一
〇 

 

八
九
九
番 

 

九
〇
七
番 

 

九
二
三
番 

 

九
二
八
番
四 

 

九
四
〇
番
八 



告 
 

示 

  
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
ご
み
焼
却
ご
み
処
理
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
三
号



告 
 

示 

  
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

照
井 

修 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

第
二
七
三
七
二
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
る 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
四
号



告 
 

示 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館 

施
設
等
の
名
称 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番

地
八 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
ド
リ
ー
ム
・

ド
ッ
ト
コ
ム 

代
表
取
締
役 

小
園 

裕
三 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代

表
者
氏
名 

平
成
二
十
四
年
六
月
二

十
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
九
月
二
日
ま
で  

 

 

委
託
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
五
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

住
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
五
丁
目
十
七
番
五
号 

二 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ
セ
キ
ュ
リ
Ａ 

 
 

代
表
取
締
役 

樋
口 

惠
二
郎 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
六
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長 

高 

橋 

貞 

治 
 

 
 

  

指

定

取

消

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事
業
所
の
所
在
地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
六
丁
目
二
番
地
二
十
九 

 

代
表
取
締
役 
三
枝 

信
幸 

有
限
会
社 

ダ
イ
ヤ
石
油
商
会 



告 
 

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
四
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

石 

島 
 

 

徹 
 

 
 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

質
量
計
（
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
電
気
式
以
外
の
は
か
り
） 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
、
時
間
及
び
場
所 

                         

皆

野

町  

横

瀬

町 

長

瀞

町 

狭

山

市 

区

域 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

日
及
び
同
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

九
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

七
日
及
び
同
月
二
十
八
日 

期

日 
午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

時

間 

旧
ち
ち
ぶ
農
協
三
沢

支
店 

横
瀬
町
活
性
化
セ
ン

タ
ー 

駐
車
場 

横
瀬
町
役
場 

駐
車

場 長
瀞
町
役
場 

駐
車

場 狭
山
市
市
民
会
館 

駐
車
場 

智
光
山
公
園 

正
面

駐
車
場 

農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー 

駐
車
場 

場

所 



                                  

秩

父

市 

小
鹿
野
町 

 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

一
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
九

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
三

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
二

日 平
成
二
十
四
年
九
月
十
一

日 

 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

高
篠
公
民
館 

原
谷
公
民
館 

大
田
公
民
館 

尾
田
蒔
公
民
館 

福
祉
女
性
会
館 

秩
父
市
勤
労
者
福
祉

セ
ン
タ
ー 

い
き
が
い
セ
ン
タ
ー 

小
鹿
野
総
合
セ
ン
タ

ー 小
鹿
野
総
合
セ
ン
タ

ー 長
若
自
然
休
養
村
管

理
セ
ン
タ
ー 

小
鹿
野
町
役
場 

両

神
庁
舎 

皆
野
町
役
場 

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

長
生
荘 



                                  

志

木

市 

ふ
じ
み
野
市 

朝

霞

市 

和

光

市 

富
士
見
市 

狭

山

市 

 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十

九
日
及
び
同
月
三
十
日 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十

二
日
か
ら
同
月
二
十
四
日

ま
で 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八

日
及
び
同
月
十
九
日 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七

日 平
成
二
十
四
年
十
月
十
五

日
及
び
同
月
十
六
日 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二

日 平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

六
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

五
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

四
日 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

志
木
市
役
所 

庁
舎

駐
車
場 

ふ
じ
み
野
市
役
所 

朝
霞
市
役
所 

正
面

駐
車
場 

和
光
市
役
所 

富
士
見
市
役
所 

駐

車
場 

狭
山
市
市
民
会
館 

影
森
公
民
館 

大
滝
振
興
会
館 

秩
父
市
役
所 

荒
川

総
合
支
所 

秩
父
市
役
所 

吉
田

総
合
支
所 



                       

          

富
士
見
市 

和

光

市 

朝

霞

市 

ふ
じ
み
野
市 

志

木

市 

新

座

市 

 

長

瀞

町 

横

瀬

町 

皆

野

町 

小
鹿
野
町 

秩

父

市 

新

座

市 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三

十
日 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
九

日 平
成
二
十
四
年
十
一
月
七

日 平
成
二
十
四
年
十
一
月
六

日 平
成
二
十
四
年
十
一
月
五

日 
 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

富
士
見
市
役
所 

駐

車
場 

福
祉
女
性
会
館 

新
座
市
福
祉
の
里 

新
座
市
立
栗
原
公
民

館 新
座
市
立
大
和
田
公

民
館 



告 
 

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
五
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

を
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
定
期
検
査
機
関
社
団
法
人
埼
玉
県
計
量
協
会

に
次
の
と
お
り
実
施
さ
せ
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

石 

島 
 

 

徹 
 

 
 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

質
量
計
（
電
気
式
は
か
り
及
び
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
電
気
式
以
外 

 

の
は
か
り
） 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所 

                       

秩

父

市 

小
鹿
野
町 

皆

野

町 

横

瀬

町 

長

瀞

町 

狭

山

市 

区

域 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
十
二 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
十
二

月
二
十
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
十
二

月
二
十
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
十
二
月

十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
か
ら
十
二
月

十
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
九
月
五
日
か
ら
十
二
月
四

日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
埼

玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年

埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
除
く
。） 

期

日 

同 同 同 同 同 計
量
器
の
所
在
場
所 

場

所 



                        

 

新

座

市 

志

木

市 

ふ
じ
み
野
市 

朝

霞

市 

和

光

市 

富
士
見
市 

 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
一
月
十
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土

曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
二
月
六
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜

日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
一
月
三
十
日
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。） 

月
二
十
七
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。） 

同 同 同 同 同 同 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
二
十
四
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  個別自動検索システム管理機器 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局業務部医事・経営担当 

 埼玉県熊谷市板井1696番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成24年５月31日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社イトーキ埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目11番９号 

５ 契約金額 

  28,270,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

   地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 

 



 

 

正 
 

誤 
 

 

 
埼
玉
県
告
示
第
九
号
（
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
第
二
千
二
百
五
十
号
）
中
訂
正 

 
 ペ

ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
八 

 

誤 

 

東
京
都
立
川
市
錦
町
二
丁
目
一
番
二
十
二
―
二
号 

 

正 

 

東
京
都
立
川
市
錦
町
二
丁
目
一
番
二
十
二
号 
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